
対象品目 具体的に該当する品目　（例）

１ 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 電話機、ファクシミリ、変復調装置（モデム）、ルーター・スイッチ

２ 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
携帯電話端末（公衆用PHS端末、スマートフォンを含む）、カーナビ
ゲーションシステム（カーナビ）、ETC車載ユニット、VICSユニット

３
ラジオ受信機及びテレビジョン受信機 (特定家庭用機器再商品化
法施行令第１条第２号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)

ラジオ

４
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその
他の映像用機械器具

デジタルカメラ、ビデオテープレコーダ／プレーヤ、ＤＶＤレコーダ／
プレーヤ、BDレコーダ/プレーヤ、BS/CSアンテナ、カーカラーテレ
ビ

５
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響
機械器具

テープレコーダ、CDプレーヤ、MDレコーダ／プレーヤ、デジタル
オーディオプレーヤ、ICレコーダ、補聴器、カーラジオ

６ パーソナルコンピュータ
パーソナルコンピュータ ノートブック型／スレート型、パーソナルコ
ンピュータ デスクトップ型（タワー型及び一体型を含む）、パーソナ
ルコンピュータ タブレット型

７ 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
補助記憶装置（ハードディスク、USBメモリ、メモリーカード）、ゲーム
ソフト

８ プリンターその他の印刷装置
プリンター、フォトプリンター、モニター（パーソナルコンピュータ
用）、キーボードユニット

９ ディスプレイその他の表示装置 モニター（パーソナルコンピュータ用）、プロジェクター

１０ 電子書籍端末 電子書籍端末

１１ 電動ミシン 電気ミシン

１２ 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 電気グラインダ、電気ドリル、電気ポリシャ、電気サンダ

１３ 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 ワードプロセッサ（モニターを含む）、電卓、電子辞書

１４ ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
電子式ヘルスメーター（体組成計・体脂肪計）、電子式ベビース
ケール、電気式温湿度計、デジタル歩数計

１５ 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
治療浴用機器及び装置、家庭用電気･光線治療器、家庭用磁気･
熱療法治療器、家庭用吸入器、家庭用医療用物質生成器

１６ フィルムカメラ フィルムカメラ

１７
ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具 (特定家
庭用機器再商品化法施行令第１条第３号に掲げる電気冷蔵庫及
び電気冷凍庫を除く。)

電子ジャー、食器洗い乾燥機(卓上型)、トースター、ホットプレート、
ミキサー、ジューサー、フードプロセッサー、電気製めん機、電気も
ちつき機、コーヒーひき機

１８
扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具 (特定家庭用
機器再商品化法施行令第１条第１号に掲げるユニット形エアコン
ディショナーを除く。)

扇風機、サーキュレーター、送風機

１９
電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機
械器具 (特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げ
る電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)

電気アイロン、裁縫用電気こて、電気掃除機、ハンドクリーナー、床
みがき機

２０ 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 電気こたつ、電気ストーブ、電気毛布

２１ ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
ヘアードライヤー、電気かみそり、電気脱毛器、電気ハサミ、電動
歯ブラシ、家庭用噴霧機、風呂水用電気ポンプ、電気アクアリウム
用品

２２ 電気マッサージ器 電気マッサージ器

２３ ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 ランニングマシン

２４ 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 電気芝刈り機

２５ 蛍光灯器具その他の電気照明器具 照明器具、携帯用電気ランプ（懐中電灯を含む）

２６ 電子時計及び電気時計 電子時計及び電気時計

２７ 電子楽器及び電気楽器 電子キーボード、電気ギター、電子ギター

２８ ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
据置型ゲーム機、携帯型ゲーム機、ハンドヘルドゲーム（ミニ電子
ゲーム）

小型家電リサイクル対象品目（２８品目）（※）及びその例

※ 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」（平成２４年法律第５７号）第２条第１項、同法施行令第１条

一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品（リモコン、ACアダプタ、ケー
ブル、プラグ・ジャック、充電器など）を含む。


